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「男女共同参画都市宣言」（平成 13 年議決）及び「上越市男女共同参画基本条例」（平

成 14 年制定）に基づき、男女共同参画の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、「上越市男女共同参画基本計画」を平成 14 年度に策定した。 

 

【これまでの人権総合計画の策定状況】 

・上越市男女共同参画基本計画（H14～H22）、第 2次（H23～H29）、第 3 次（H30～R4） 

・現在の第 3 次計画（H29 策定）が 5 年経過し令和 4年度で終了する。 

 

上越市第４次男女共同参画基本計画の策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 管 委 員 会 総務常任委員会 

提  出  課 
共生まちづくり課 

男女共同参画推進センター 

１ 上越市男女共同参画基本計画策定の根拠 

第 3次基本計画では、「男女が、互いの人権を尊重し社会のあらゆる分野で平等に参

画できるまち」を目標に、2つの「施策の分野」に対して 6つの「基本目標」を、更に

「基本目標」に対して 17 の「重点目標」を設定し、それぞれの「施策の方向」により

関係課等が各分野において事業を実施している。 

 

【重点目標の評価】 

・各重点目標別の評価については、令和 3 年度に実施した「男女共同参画に関する市民

意識調査」等の各種調査結果及び各課等の事業実績において、評価指標を達成してい

る重点目標は 10 項目であった。 

・なお、評価指標は達成していないものの、計画策定時（平成 29 年度）よりも指標値

の上昇や改善が図られたものは 5項目。下降、悪化したものは 7 項目であった。 

２ 第 3 次基本計画における重点目標の評価 
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（1）市民意識調査の結果 ・令和 3年 11 月、市民 2,000 人を対象に実施。回答率 38.6％。 

〇男女の地位の平等感（各分野）・・・ 

    学校教育：55.1％、社会通念･習慣･しきたり等：10.5％ 

〇夫婦の役割分担（現実）・・・ 

夫も妻も仕事をし、妻が主に家事等をする：37.1％ 

  〇家事･育児･介護などの時間（平均）・・・ 

    男性：1時間 48 分、女性 4時間 48 分 

   ⇒男女の平等感は、学校教育の分野では高いものの身近な生活の中では低い。 

家庭生活では、依然として性別による固定的な役割分担意識が根強く残っている。 

  〇「上越市の男女共同参画に関する市内事業所アンケート」から・・・ 

    ワーク・ライフ・バランスに取り組む事業所の割合：86.6％ 

〇仕事・家庭生活・個人等の生活の優先度（現実）・・・ 

    仕事を優先：27.2％、仕事と家庭生活を優先：24.5％ 

   ⇒事業所でのワーク・ライフ・バランスへの取組は進んでいるが、現実は「仕事優先」の

考え方を持つ市民が多い。 

  〇夫婦間又は交際相手間で暴力を受けたことがある女性 35.6％ 

   ⇒ＤＶに対する認知度・理解度が上がる一方で、ＤＶを受けたことがある女性が 3割以上

存在している。 

 

（2）第 4 次基本計画の策定方針 

◆方針１ … 基本的な部分は一貫性と継続性を保持 

上越市男女共同参画基本条例に基づき、これまでの取組を継承しつつ、上越市の男女

共同参画社会の総合的かつ計画的な推進を図る。 

◆方針２ … 国・県及び市の関連計画との整合 

国の基本計画：「第 5次男女共同参画基本計画」策定（R3～7 年度） 

県の基本計画：「第 4次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定 

（R4～8 年度） 

市の関連計画：「第 7次上越市総合計画」（R5～12 年）、「第 5 次人権総合計画」（R4～8

年度）、「第 5 次人にやさしいまちづくり推進計画」（R4～8 年度）、「子ど

も・子育て支援総合計画」（R2～6 年度）等 

◆方針３ … 現行計画の評価・検証、社会情勢の反映 

根強く残る固定的性別役割分担意識の解消、ワーク・ライフ・バランスの推進、女性

に対する暴力根絶などの取組強化に加えて、人口減少や多様な価値観の対応などの社会

情勢の変化を踏まえた計画とする。 

◆方針４ … 計画期間 

計画期間については令和 5年度から 9年度までの 5年間とする。 

３ 第 4 次男女共同参画基本計画の策定の方向性 
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時 期 内   容 

令和 4年 7月 6日 

第 1回上越市男女共同参画審議会 

・市長（部長）が審議会に「上越市第 4次男女共同参画基本
計画の策定について」諮問 

・第 4次基本計画の策定方針について審議 

※第 2回は現行計画の取組実績等について審議（書面会議・8月） 

11 月 17 日 
第 3回上越市男女共同参画審議会 

  ・第 4次基本計画の本文案について審議 

12 月 15 日 
上越市議会総務常任委員会所管事務調査 

  ・上越市第 4次男女共同参画基本計画策定について調査 

   12 月 23 日～ 
令和 5年 1 月 23 日 

パブリックコメントの実施 

  ・上越市第 4次男女共同参画基本計画案の意見公募 

    2 月中旬 

第 4回上越市男女共同参画審議会 

・第 4次基本計画の策定について答申 

市長決裁 

    3 月上旬 第 4次基本計画策定 

上越市男女共同参画審議会 

 根拠…上越市男女共同参画基本条例 

上越市男女共同参画審議会規則 

 構成（17 人） 

会 長  佐藤ゆかり（上越教育大学院学校教育研究科教授） 

副会長  望月 博（上越市町内会長連絡協議会副会長） 

委 員  大島煦美子（公益財団法人新潟県女性財団顧問） 
 西田絵美（新潟県立看護大学准教授） 
 田中枝利子（上越市校長会上越市立安塚小学校長） 
 吉澤正好（上越公共職業安定所統括職業指導官） 
 細田磨美（新潟地方法務局上越支局総務課長） 
 原野聖子（上越商工会議所青年部副会長） 
 蓑和 章（上越市商工会連絡協議会会長） 
 石野和実（上越青年会議所総務委員会副委員長） 
 仙田純也（えちご上越農業協同組合総務部人事教育課長） 
 吉村牧絵（上越市私立保育園協会マリア愛児園園長） 
 江口理恵子（特定非営利活動法人牧振興会） 
 須藤和子（上越市連合婦人会副会長） 
 池原浩子（公募に応じた市民） 
 川野久盛（公募に応じた市民） 
 長井泰雄（公募に応じた市民） 

 役割…上越市第 4 次男女共同参画基本計画策定の審議など 

４ 検討体制 

５ スケジュール 
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＜第２章 基本目標、重点目標、施策の方向＞ 

 

   〇  ＜施策の分野＞Ⅰ・＜基本目標＞１・重点目標 (1)  

「男女共同参画についての理解の促進」を「男女共同参画についての理解の促進と

意識啓発」に修正 

〇  ＜施策の分野＞Ⅰ・＜基本目標＞２・重点目標 (1)   

「労働環境の見直しの推進」を「労働環境の見直しの推進とワーク・ライフ・バラ

ンスの実現」に修正 

〇  ＜施策の分野＞Ⅰ・＜基本目標＞２・重点目標 (3)  

「女性の市内定住、Ｕ・Ｉターンのための環境整備」を新設 

 〇  ＜施策の分野＞Ⅰ・＜基本目標＞２・重点目標 (5)  

「貧困等により困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境の整備」を「貧困等によ

る困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備」に修正 

 〇  ＜施策の分野＞Ⅱ・＜基本目標＞１・重点目標 (1)  

「重点目標 (1) 暴力防止に関する人権教育の推進及び啓発」を「暴力根絶に向けた

人権教育の推進及び啓発」に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 主な改定の内容 



現行の男女共同参画基本計画の施策の体系及び改定後（次期男女共同参画基本計画）における施策の体系イメージ

►意識啓発 ►意識啓発

►環境づくり ►環境づくり

⑷
生涯を通じた女性の心と
体の健康支援

⑸
貧困等による困難に対する
支援と多様性を尊重する環
境の整備

►社会づくり（女性活躍） ►社会づくり（女性活躍）

►推進体制 ►推進体制

►暴力根絶 ►暴力根絶

＜　現行の計画における施策の体系　＞ 　＜　改定後の計画における施策の体系の再編イメージ（素案）　＞　　　：改定した内容

Ⅰ
男女が等しく参画するた
めの社会環境整備 1

男女共同参画を正
しく理解できる社
会づくり

⑴
男女共同参画についての
理解の促進と意識啓発

基 本 目 標【6】 重 点 目 標【18】

男
女
が
、
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
平
等
に
参
画
で
き
る
ま
ち

Ⅰ
男女が等しく参画するた
めの社会環境整備 1

男女共同参画を正
しく理解できる社
会づくり

⑴
男女共同参画についての
理解の促進

目指す
まちの

姿
施策の分野【2】 基 本 目 標【6】 重 点 目 標【17】

目指す
まちの

姿
施策の分野【2】

⑷
子どもへの意識啓発の推
進

⑷
子どもへの意識啓発の推
進

⑵
男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行の
見直し

⑵
男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行の
見直し

⑶
男性にとっての男女共同
参画の推進 男

女
が
、
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
平
等
に
参
画
で
き
る
ま
ち

⑵
子育て、介護への支援の
充実

⑵
子育て、介護への支援の
充実

4

⑶

⑶

4 推進体制の整備

　 ⑵

2
男女共同参画を実
践できる環境づく
り

⑴ 労働環境の見直しの推進
2

企業、団体、学校、地域
等における方針決定の場
への女性の参画推進

⑴ 女性の能力発揮への支援

⑵

⑴
男女共同参画推進セン
ターの充実

⑵

暴力防止に関する人権教
育の推進及び啓発

Ⅱ
配偶者等からの暴力防
止・被害者支援

1
暴力を許さない社
会づくり

⑴

男女共同参画社会を目指
す全庁的な取組の推進

男性にとっての男女共同
参画の推進

女性の市内定住、Ｕ・Ｉ
ターンのための環境整備

男女共同参画を実
践できる環境づく
り

暴力根絶に向けた人権教
育の推進及び啓発

男女共同参画推進セン
ターの充実

男女共同参画社会を目指
す全庁的な取組の推進

3
女性が活躍できる
社会づくり

⑴ 女性の能力発揮への支援

⑵
企業、団体、学校、地域
等における方針決定の場
への女性の参画

⑶
市の施策・方針決定過程
への女性の参画拡大

発見通報体制の整備・被
害者の安全な保護

⑵ 相談窓口の充実 ⑵ 相談窓口の充実

⑴

1
暴力を許さない社
会づくり

⑴

⑴
労働環境の見直しの推進
とワーク・ライフ・バラ
ンスの実現

推進体制の整備 ⑴

⑷
貧困等により困難を抱え
た男女が安心して暮らせ
る環境の整備

⑵ 自立への支援

Ⅱ
配偶者等からの暴力防
止・被害者支援

⑵ 自立への支援

2 被害者等への支援 ⑴
発見通報体制の整備・被
害者の安全な保護

2 被害者等への支援

　
⑶

生涯を通じた女性の心と
体の健康支援

3
女性が活躍できる
社会づくり

　

⑶
市の施策・方針決定過程
への女性の参画拡大

施
策
の
体
系
を
再
編
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